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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動的骨アンカーであって、
　第１の端（２１）と、第２の端（２２）と、前記第１の端および前記第２の端を通って
延在する縦軸（Ｌ）とを有する縦方向のコア部材（２，２′，２″，２″′）と、
　前記コア部材上に設けられ、外側の骨係合構造（３１）を有する少なくとも１つの管状
部（３，３′，３″）とを備え、
　前記動的骨アンカーは、組立て状態で、第１の構成と、該第１の構成とは異なる第２の
構成とをとることができ、
　前記第１の構成では、前記少なくとも１つの管状部（３，３′，３″）は前記縦軸に沿
って前記コア部材上を摺動するように構成されるが、前記縦軸（Ｌ）の周りを回転するこ
とができず、
　前記コア部材（２，２′，２″，２″′）は、前記縦軸を横切る方向において前記少な
くとも１つの管状部に対して可動である、動的骨アンカー。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの管状部（３，３′，３″）の内面（３４）は、前記縦軸（Ｌ）に
垂直な平面内に多角形状、好ましくは四角形状を有し、前記コア部材（２，２′，２″，
２″′）は、対応する外形を有する前記少なくとも管状部に対応する位置に接続部（２５
，２５′）を含む、請求項１に記載の動的骨アンカー。
【請求項３】
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　前記少なくとも１つの管状部（３，３′，３″）は、自身の外面に骨ねじ山（３１）を
有する、請求項１または２に記載の動的骨アンカー。
【請求項４】
　前記第１の構成において前記縦軸に沿った前記少なくとも１つの管状部の動きを制限す
る第１の止め具（４２）および第２の止め具（５２）が前記コア部材に設けられる、請求
項１～３のいずれかに記載の動的骨アンカー。
【請求項５】
　前記第１の止め具（４２）は、前記コア部材の前記第１の端（２１）にまたはこの近傍
に設けられた先端部材（４）によって、好ましくは接続可能な先端部材によって形成され
る、請求項４に記載の動的骨アンカー。
【請求項６】
　前記第２の止め具（５２）は、前記コア部材の前記第２の端（２２）にまたはこの近傍
に設けられた頭部（５，５′，５″，５″′）によって形成される、請求項４または５に
記載の動的骨アンカー。
【請求項７】
　前記頭部（５）は、前記少なくとも１つの管状部に逆らって動くことができるように、
前記コア部材（２）上を摺動可能である、請求項６に記載の動的骨アンカー。
【請求項８】
　前記コア部材（２）は自身の第２の端（２２）に牽引部を含み、前記骨アンカーは、前
記コア部材を引張り、かつ前記頭部（５）を前記少なくとも１つの管状部（３′）に押付
けることによって、第２の構成にされる、請求項７に記載の動的骨アンカー。
【請求項９】
　前記コア部材（２）は、自身の第２の端（２２）から離れたところに、予め定められた
折取部（２８）を含む、請求項１～８のいずれかに記載の動的骨アンカー。
【請求項１０】
　前記頭部（５′）は、好ましくはねじ山接続によって、縦方向において少なくとも１つ
の管状部までの調節可能な距離で前記コア部材に接続されるように構成される、請求項６
に記載の動的骨アンカー。
【請求項１１】
　前記コア部材（２″）は形状記憶特性を有する材料からなり、前記コア部材（２″）は
、前記第１の構成では第１の長さになり、第２の構成では第２の長さになるように構成さ
れ、前記第１の長さは前記第２の長さよりも長い、請求項１～７および１０のいずれかに
記載の動的骨アンカー。
【請求項１２】
　前記コア部材は、熱を印加すると前記第２の長さから前記第１の長さに変化するように
構成される、請求項１１に記載の動的骨アンカー。
【請求項１３】
　少なくとも２つの管状部が設けられ、前記コア部材（２″′）は、互いに対向する前記
管状部（３，３′）の端同士を橋架する位置に少なくとも１つの接続部（２５′）を含む
、請求項１～１２のいずれかに記載の動的骨アンカー。
【請求項１４】
　前記動的骨アンカーは、前記少なくとも１つの管状部（３，３′，３″）が前記コア部
材（２，２′，２″）に対して固定される第２の構成を取り得る、請求項１～７および１
０のいずれかに記載の動的骨アンカー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は動的骨アンカーに関する。動的骨アンカーは、縦方向のコア部材と、コア部材
上に設けられた複数の管状部とを含む。第１の構成では、縦方向において管状部同士の間
に距離があり、管状部は互いに対して可動である。骨アンカーが第１の構成にある場合、
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コア部材は縦軸を横切って小さく動くことができる。任意の第２の構成では、管状部は互
いに当接し、動くことができない。動的骨アンカーは、椎弓根ねじ（pedicle screw）ま
たは骨プレートなどの任意の種類の骨固定または安定化装置内で、当該装置の部品の制限
された動きを可能にするために用いられ得る。
【背景技術】
【０００２】
　動的骨固定要素は、米国特許出願公開第２００９／０１５７１２３号から公知である。
当該要素は、骨係合部品および負荷保持係合部品を含む。骨係合部品は、患者の骨および
管腔に係合するための複数のねじ山を含む。負荷保持部は、管腔内に少なくとも部分的に
延在するシャフト部を有する。シャフト部の遠端は管腔に結合され、シャフト部の外面の
少なくとも一部は管腔の内面の少なくとも一部から隙間によって間隔が空けられているた
め、頭部は骨係合部品に対して動くことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０１５７１２３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、骨または椎骨内に骨アンカーをアンカー固定した後の骨アンカーの頭
部の制限された動きを可能にする、動的骨アンカーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、請求項１に記載の動的骨アンカーによって達成される。さらなる展開が従
属請求項において与えられる。
【０００６】
　この動的骨アンカーによって、固定または安定すべき骨の部分または椎骨が、互いに対
して制御かつ制限された動きを実行することができる。特に、骨アンカーの頭部は、骨ア
ンカーの中心軸に対して小さな回転および／または並進運動を行なうことができる。
【０００７】
　骨アンカーは組立てられた状態において、頭部が可動である第１の構成と、任意に、骨
アンカー全体が剛性装置である第２の構成とを取り得る。動的骨アンカーの構成は、第１
の構成または第２の構成に変更可能である。いくつかの実施形態では、骨アンカーを骨の
一部または椎骨に挿入する際に第２の構成が用いられ得る。骨アンカーは挿入時に剛性を
有し得るため、公知の態様での簡単な挿入が可能である。第１の構成は、移植された骨ア
ンカーの構成であり得る。
【０００８】
　動的骨アンカーの骨係合構造は、骨ねじ山や、返しなどの別の係合構造であり得る。骨
係合構造が骨ねじ山である場合、骨アンカーの管状部に関連付けられるねじ山部は、第２
の構成において骨アンカーの外面に沿って連続的な骨ねじ山が設けられるように、互いに
対して方向付けられる。この方向は、骨アンカーが第１の構成を取っても変化しない。こ
れによって、第２の構成に戻すことによって移植後に骨アンカーの位置を修正する可能性
が生まれる。
【０００９】
　動的骨アンカーは、さまざまな設計を取り得る頭部を含み得る。特に、動的骨アンカー
を、多軸骨ねじの受け部と、または骨ねじを旋回可能に収容するための球状座部を有する
孔を含む骨プレートとの組合せに適したものにする、球状頭部が用いられ得る。
【００１０】
　本発明のさらなる特徴および利点は、添付の図面によって実施形態の説明から明らかに
なるであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る動的骨アンカーの分解斜視図である。
【図２】組立てられた状態の図１の骨アンカーの斜視図である。
【図３】図１の動的骨アンカーのコア部材の側面図である。
【図４】図３のコア部材の先端の底面図である。
【図５】第１の実施形態に係る動的骨アンカーの先端部材の斜視図である。
【図６】コア部材の縦軸を含む平面で切取った、図５に示される先端部材の断面図である
。
【図７】図１の動的骨アンカーの頭部の底部からの斜視図である。
【図８】コア部材の縦軸を含む平面で切取った、図７の頭部の断面図である。
【図９】図１に示される第１の実施形態に係る第１の構成における動的骨アンカーの管状
部の側面図である。
【図１０】図９の線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図１１】管状部が互いに当接している、第２の構成における図９の管状部材の側面図で
ある。
【図１２】縦軸を含む平面で切取った、第２の構成における図１および図２の動的骨アン
カーの断面図である。
【図１３ａ】管状部材が互いに短い距離だけ間隔が空けられている、第２の構成における
第１の実施形態に係る動的骨アンカーの断面図である。
【図１３ｂ】図１３ａの詳細の拡大図である。
【図１４】第１の実施形態に係る動的骨アンカーがアンカー固定要素として用いられる多
軸ペディクルねじの断面図である。
【図１５】骨プレートとともに用いられる第１の実施形態に係る動的骨アンカーの断面図
である。
【図１６】第２の実施形態に係る動的骨アンカーの分解斜視図である。
【図１７】組立てられた状態の第２の実施形態に係る動的骨アンカーの分解斜視図である
。
【図１８】縦軸を含む平面で切取った、第２の構成における第２の実施形態に係る動的骨
アンカーの断面図である。
【図１９】管状要素が互いに短い距離だけ間隔が空けられている、第１の構成における図
１８の動的骨アンカーの断面図である。
【図２０】第３の実施形態に係る動的骨アンカーの分解斜視図である。
【図２１】組立てられた状態の図２０の動的骨アンカーの斜視図である。
【図２２】第３の実施形態に係る動的骨アンカーの頭部の底部からの斜視図である。
【図２３】縦軸を含む平面で切取った、第２の構成における第３の実施形態に係る動的骨
アンカーの断面図である。
【図２４ａ】管状部が互いに短い距離だけ間隔が空けられている、第１の構成における図
２３の動的骨アンカーの断面図である。
【図２４ｂ】図２４ａの詳細の拡大図である。
【図２５】第４の実施形態に係る動的骨アンカーの分解斜視図である。
【図２６】組立てられた状態の図２５の動的骨アンカーの斜視図である。
【図２７】第４の実施形態に係る動的骨アンカーの頭部の底部からの斜視図である。
【図２８ａ】縦軸を含む平面で切取った、管状部が互いに短い距離だけ間隔が空けられて
いる第１の構成における第４の実施形態に係る動的骨アンカーの断面図である。
【図２８ｂ】図２８ａの詳細の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１および図２を参照して、コア部材２と、複数の管状部３，３′，３″と、先端部材
４と、頭部５とを含む、第１の実施形態に係る動的骨アンカー１が示される。管状部３，
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３′，３″はコア部材２上に配置され、先端部材４および頭部５はコア部材２に接続され
て骨アンカー１を形成し得る。さらに図３を参照して、コア部材２は、第１の端２１と、
反対側の第２の端２２と、第１の端２１および第２の端２２を通って延在し、かつコア部
材が曲がったり歪んだりしていないときに骨アンカーの中心軸を形成する縦軸Ｌとを含む
。
【００１３】
　コア部材２は第１の端２１に先端を有し得、先端２１に隣接して、図３に示されるよう
なねじ山であり得る接続構造２３を有する。接続構造２３と第２の端２２との間の中央部
２４はロッド形状であり、円形断面を有する。接続構造２３から離れたところに、中央部
２４の長さに沿って複数の接続部２５が設けられ、接続部２５は互いに等距離だけ間隔が
空けられている。接続部２５は、図１および図４に見られるように四角形の外形を有し、
径方向においてロッド形状部２４の外面を越えて延在するような厚みを有する。示される
実施形態では、図１に示される３つの管状部３，３′，３″をコア部材２に接続するよう
に作用する３つの接続部２５が設けられる。第２の端２２に向かって最後の接続部２５か
ら離れたところに、以下に説明するように頭部５をコア部材２に接続するように作用する
さらなる接続部２６が設けられる。接続部２６も四角形の外形を有する。第２の端２２に
向かう方向において頭部５のための接続部２６に隣接して、ロッド形状部２４の直径より
も大きい外径を有し、かつ頭部５に収容される円筒部２７が設けられる。円筒部２７と第
２の端２２との間に、予め定められた折取部２８が設けられる。予め定められた折取部２
８は、ロッド形状部２４の外径が減少した領域によって実現される。予め定められた折取
部２８は、骨アンカーを骨に移植した後にロッド形状部２４の長さを調整するように作用
する。
【００１４】
　先端部材４は、図１および図５～図６に示されるように、接続構造２３と協働するよう
に構成された軸方向のねじ穴４１を有する円錐の部分である。先端部材４および第１の端
２１の先端部が、骨アンカーの先端を形成する。先端部材４はコア部材２に螺合されると
ロッド形状部２４に当接し、特に図１２に見られるように径方向においてロッド形状部２
４を越えて延在する。これによって、管状部３，３′，３″のための第１の環状止め面４
２が設けられる。
【００１５】
　図７および図８を参照して、頭部５を説明する。頭部５は、第１の端５１と、反対側の
第２の端５２と、第１の端５１に隣接した球状部形状の部分５３とを含む。球状部形状の
部分５３と第２の端５２との間に、実質的に円筒形状を有する短い首部５４が存在する。
四角形の内形を有する凹部５５が、第２の端５２から球状部５３内に延在する。凹部５５
は、コア部材２の接続部２６を収容するように作用し、接続部２６と頭部５との間に嵌合
接続を提供するように適合される。
【００１６】
　骨アンカーの管状シャフトは複数の管状部３，３′，３″に分割され、第１の端の部分
３は先端部材４に隣接し、第２の端の部分３′は頭部５に隣接し、１つ以上の中間の管状
部３″が設けられる。管状部３，３′，３″の各々は、自身の外面に骨ねじ山３１を有す
る。管状部３，３′，３″が互いに当接すると、各管状部材の骨ねじ山は当接する管状部
材の骨ねじ山に嵌合するため、連続的な骨ねじ山を有する連続的な管状シャフトが形成さ
れる。第１の端部材３は、管状部がコア部材２上に配置されるとコア部材の第１の端２１
に向かってテーパ状になるテーパ部３２を有し得る。第２の端の管状部材３′は、コア部
材２の第２の端２２に向けられた円筒部３３を含み得る。円筒部３３およびテーパ部３２
にはねじ山がない。骨ねじ山３１は任意の好適な骨ねじ山であり得ることを理解すべきで
ある。骨ねじ山は各管状部上に完全に延在する必要はなく、骨ねじ山はすべての管状部上
に存在する必要もない。
【００１７】
　管状部３，３′，３″の内部３４は中空であり、縦軸に垂直な平面内に、コア部材２の
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接続部２５の形に適合された形状を有し得る。示される実施形態では、形状は四角形であ
る。しかし、接続部の形に応じて、管状部３，３′，３″が接続部２５上に配置されたと
きに管状部が縦軸の周りを回転することを防止する任意の多角形または他の形状が可能で
ある。
【００１８】
　管状部の長さは、管状部がコア部材２上に配置されて先端部材４に当接したときに、接
続部２６と第２の端の部分３′の自由端との間に距離があるような長さである。
【００１９】
　コア部材２、管状部３，３′，３″、先端部材４、および頭部５は好ましくは、たとえ
ばチタンもしくはステンレス鋼などの生体適合性金属、特にニチノールなどのたとえばニ
ッケルチタン合金などの生体適合性合金、またはたとえばポリエーテルエーテルケトン（
ＰＥＥＫ）などの生体適合性ポリマー材料などの、生体適合性材料からなる。これらの部
分はすべて同一の材料からなってもよいし、異なる材料からなってもよい。
【００２０】
　動的骨アンカー１は以下のように組立てられる。円筒部２７が頭部５の凹部５６に収容
されて凹部５６の底部５６ａに当接するまで、コア部材を第１の端２１を用いて凹部５６
，５５の中を通って導く。そして、各管状部３，３′，３″が接続部２５上に位置決めさ
れるように管状部をコア部材２上に配置する。その後、先端部材４をコア部材２に装着す
る。コア部材２の第２の端２２に隣接する部分は、牽引部として作用する。
【００２１】
　組立てられた状態では、動的骨アンカー１は第１の構成を取り得、当該構成では、管状
部３，３′，３″はコア部材２上に回転固定されているが、管状部同士の間に短い距離が
あるので、制限された態様で軸方向に摺動可能である。第１の構成では、管状部３，３′
，３″が限られた範囲内で軸方向に動くことができるため、頭部５が装着されたコア部材
２は縦軸Ｌから離れるように管状部に対して動くことができる。
【００２２】
　動的骨アンカーは第２の構成を取り得、当該構成では、頭部の端面５２が第２の端の部
材３′の自由端に当接し、管状部を先端部材４の止め具４２に向けて移動させる。第２の
構成では、管状部は軸方向に動くことができない。第１の構成と同様に、管状部３，３′
，３″も回転できない。
【００２３】
　使用時、コア部材２は工具（図示せず）によって係合し、頭部５の端面５１から切離さ
れる一方で、頭部５は工具用のアバットメントとして作用し得る。これによって、図１２
に示されるように頭部５が第２の端の部分３′を押圧し、すべての管状部３，３′，３″
を先端部材４に向けて移動させる。管状部３，３′，３″同士の間の距離がなくなり、骨
アンカー全体が自身の外面に連続的な骨ねじ山を有する。この第２の構成では、頭部５お
よび管状部３，３′，３″は予め張力をかけられる。骨アンカーは剛性を有し、すなわち
、これらの部分は相対的に動かない。骨アンカーは骨の一部または椎骨に挿入され得る。
挿入力は、接続部２５を介して管状部に伝達される。管状部３，３′，３″は回転できな
いため、ねじ山部の互いに対する向きが維持される。
【００２４】
　挿入後、予張力（pre-tension）が維持されるようにコア２が工具によって解放される
。頭部５は、円筒部２７が頭部５内でアバットメント５６ａに当接するように、軸方向に
わずかに動くことができる。この結果、管状部３，３′，３″同士の間に小さな隙間が生
じ、管状部同士の互いに対する制限された動きが可能になる。図１３ａに示されるように
、コアが装着された頭部は、縦軸Ｌを横切る方向において、管状部３，３′，３″に対し
て小さな並進および／または回転運動を行うことができる。このような運動は、コア部材
２のロッド形状部２４と管状部との間の間隙２６ａ（図１３ｂ）によって可能となる、直
線位置から離れたコア部材の歪みに基づく。さらに図１３ｂに見られるように、管状部は
限られた範囲内で可動であるため、頭部の端面５２は管状部３′に対して可動である。
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【００２５】
　最後に、コアは、予め定められた折取部２８で第２の端２２を折取ることによって短く
され得る。
【００２６】
　安定化装置とともに用いられる骨アンカーの第１の適用例を図１４に示す。第１の実施
形態に係る骨アンカーは受け部６０に結合されて多軸骨アンカーを形成する。受け部６０
は実質的に円筒形状であり、上端６１と、下端６２と、上端６１から下端６２からのある
距離まで延在する同軸ボア６３とを含む。ボア６３は下端６２に向かって狭くなり、下端
６２の近傍に開口部６４を提供する。開口部６４の近くに、頭部５を旋回可能に受けるた
めの座部６５が設けられる。安定化ロッド７０を受けるためのＵ字型凹部が、上端６１か
ら上端６１からのある距離まで延在する。このＵ字型凹部によって２つの自由脚部６６，
６７が設けられ、これらは、止めねじ８０などのロック部材と協働するための雌ねじ山６
８を有する。さらに、ロック部材８０を締付けることによって頭部５が一定の角度位置で
ロック固定され得るように、頭部５に圧力を印加する圧力部材９０が設けられる。骨アン
カーは他の設計の受け部および多軸骨ねじとともに用いられてもよい。また、コア部材２
の頭部５は、ロッドおよびロック部材を受けるための部分を含み、他の単軸骨ねじから公
知であるようにロッドを固定するように設計されてもよい。
【００２７】
　使用時、少なくとも２つの多軸骨アンカーが隣接する椎骨または骨の部分に挿入され、
ロッド７０を介して接続される。骨アンカー１が骨の部分または隣接する椎骨に挿入され
ると、頭部５は管状部に対して制限された動きが可能になる。頭部５が受け部６０にロッ
ク固定されると、骨アンカーは動的な安定を提供し、これによって、骨の部分の互いに対
する小さな動き、または脊柱の移動部の小さな動きが可能になる。
【００２８】
　第２の適用例を図１５に示す。この例では、第１の実施形態に係る骨アンカー１が、２
つの骨アンカーの頭部５をそれぞれ受けるための座部１００ｂを有する孔１００ａを含む
骨プレート１００とともに用いられる。２つの骨アンカーは隣接する骨の部分に挿入され
、骨プレート１００は骨折部位の少なくとも一部を橋架する。特定の適用例では、２つの
孔１００ａの中心軸同士の間の距離は、骨アンカー１の縦軸Ｌ同士の間の距離よりもやや
小さい。コア部材２が装着された頭部５は縦軸を横切る方向にわずかに動くことができる
ため、骨の部分を骨折部位で結び付けることができる。
【００２９】
　図１６～図１９を参照して、動的骨アンカーの第２の実施形態を説明する。第２の実施
形態の動的骨アンカー１′は、コア部材および頭部の設計が第１の実施形態の動的骨アン
カー１と異なる。第１の実施形態と同一または同様の部分には同一の参照番号を付し、そ
の説明は繰返さない。コア部材２′は、その第２の端２２に隣接して、たとえばスロット
２９ａなどの工具用の係合部２９ａを有する円筒部２９を含む。円筒部２９に続いて、頭
部に設けられた対応するねじ山と協働するように構成された雄ねじを有するねじ山部２６
′がある。図１８および図１９に示される頭部５′は、コア部材２′に接続するように作
用する凹部５５′が円形であり、かつコア部材２′のねじ山接続部２６′と協働する雌ね
じ山を有するという点で、頭部５と異なる。
【００３０】
　図１７～図１９に示される組立てられた状態では、頭部５′がコア部材２′に螺合され
、その自由端面５２で第２の端部材３′の自由端面を押圧する。コア部材２′と頭部５′
との間のねじ山接続によって、管状部を先端部材４に押付けることによって管状部はコア
部材２′に対して予め張力がかけられ得る。図１８に示される動的骨アンカーのこの第２
の構成では、動的骨アンカーは剛性を有する。動的骨アンカーは、第２の構成では骨に挿
入され得る。たとえば、スロット２９ａが工具と係合し得、骨アンカー全体が骨にねじ込
まれ得る。
【００３１】
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　骨に挿入した後、骨アンカーの第１の構成を示す図１９に示されるように円筒部２９が
凹部５６内のアバットメント５６ａに当接するまで、コア部材２′が頭部５′に対して逆
向きに螺合され得る。これによって、予張力が除かれ、管状部は限られた範囲内で軸方向
に可動になる。
【００３２】
　図２０～図２４ｂを参照して、動的骨アンカーの第３の実施形態を説明する。第３の実
施形態の骨アンカー１″は、コア部材２″および頭部５″の設計が先の実施形態と異なる
。他の部分はすべて先の実施形態と同様または同一であり、その説明は繰返さない。コア
部材２″は、頭部５″に接続するための接続部２６″を含む。接続部２６″は多角形の外
形、特に圧入接続によって頭部５″の対応する四角形状の凹部５５に接続されるように構
成された四角形状を有する。頭部５″は反対側に、工具用の係合部５８、たとえばトルク
ス（登録商標）形状の凹部５８を有する。
【００３３】
　コア部材２″は、ニッケル－チタン系形状記憶合金系材料、好ましくはニチノールから
なる。当該材料は形状記憶特性を示す。
【００３４】
　コア部材２″は、形状記憶効果によって達成される圧入接続によって頭部５″に接続さ
れる。たとえば、接続部２６″は、接続部２６″の平坦な側面が押付けられるようにマル
テンサイト終了温度Ｍfよりも低い温度に冷却される。マルテンサイト位相の変形能力に
よって、接続部２６″は凹部５５に容易に挿入され得、加熱後に四角形状に戻って圧入接
続を達成し得る。
【００３５】
　骨アンカーの第１および第２の構成を提供するために、形状記憶効果も用いられる。ま
ず、コア２″が装着前にマルテンサイト終了温度Ｍfよりも低い温度に冷却され得、縦方
向にやや圧縮され得ることによって、その長さが短くなる。マルテンサイト冶金状態では
、頭部５″が装着されたコア部材２″が、管状部３，３′，３″および先端部材４ととも
に組立てられる。オーステナイト終了温度Ａfよりも高い温度まで加熱した後、コア部材
２″はその本来の非圧縮状態および本来の長さになる。加熱後にコア部材２″が延びるこ
とによって頭部５″が管状部から離れるように動くため、管状部は軸方向において互いに
可動になる。
【００３６】
　加熱は、たとえば骨アンカーを骨に挿入したときに体温を印加することによって実行さ
れてもよいし、外部の加熱装置を用いて別個の加熱工程で実行されてもよい。
【００３７】
　図２５～図２８ｂを参照して、動的骨アンカーの第４の実施形態を説明する。第４の実
施形態の動的骨アンカー１″′は、コア部材２″′および頭部５″′の設計が先の実施形
態と異なる。先の実施形態と同様または同一の部分には同一の参照番号を付し、その説明
は繰返さない。コア部材２″′は、ねじ山部の形態の係合部２３に隣接して第１の接続部
２５′を含み、第１の接続部２５′は、他の接続部２５′と同様に四角形の外形を有し、
先端部材４のためのより大きなアバットメント面を提供する。他の接続部２５′は、図２
８ａに詳細に示されるように、管状部の端が互いに当接する位置に対応する位置Ｐ1，Ｐ2

などに設けられる。こうして、管状部３，３′，３″はそれぞれの自由端において接続部
２５′によって支持される。コア部材２″′は第２の端２２に隣接して、第３の実施形態
と同様に四角形の外形を有する接続部２６″′を含む。頭部５″′は第１の実施形態の頭
部と同様であり、接続部２６″′に接続するための四角形状の凹部５５と、その反対に工
具と係合するための凹部５８とを有する。接続部２６″′は、接続部２５′を越えて径方
向に延在する。さらに、接続部２６″′の軸方向の長さは頭部５″′内の凹部５５の深さ
よりもやや短いため、頭部５″′の首部内に小さな隙間２７ａが設けられ得、第１の構成
における頭部５″′の動きがさらに促進される。接続部２６″′は、たとえば圧入接続に
よって頭部５″′に接続され得る。
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　先の実施形態と同様に、管状部３，３′，３″が互いに対して可動であり、かつ頭部５
″′が管状部に対して制限された動きを実行することができる、図２８ａおよび図２８ｂ
に示される構成が設けられる。管状部３，３′，３″の当接する端面を介してより高い力
が伝達可能であるため、動的骨アンカーはこの構成において挿入される。
【００３９】
　第４の実施形態についても、コア部材２″′はニチノールなどのＮｉＴｉ形状記憶合金
系材料からなり得ることを理解すべきである。またこの実施形態でも、コア部材２″′は
当該部材をマルテンサイト位相で圧縮することによって短くされ得、骨アンカーを骨に挿
入した後に加熱することよって延ばされ得る。したがって、隙間のサイズが異なる２つの
動的構成を得ることができる。
【００４０】
　実施形態で説明した動的骨アンカーのさらなる適合または変形例が、本発明の範囲から
逸脱することなく当業者によって達成され得る。たとえば、頭部は、骨プレート、安定化
ロッドを収容するための受け部などの他の安定化装置に接続するのに適した任意の他の形
状を有し得る。コア部材の自由端が別の装置との接続に適している場合は、いくつかの実
施形態では頭部を省略してもよい。
【００４１】
　任意の種類の先端が設けられ得る。先端部材４はたとえば完全な円錐であってもよく、
第１の端２１には先端部材に接続するための接続構造しか設けられなくてもよい。
【００４２】
　骨係合構造については、たとえば粗面などの、返しまたは任意の他の骨係合構造が設け
られ得る。
【００４３】
　少なくとも１つの管状部、好ましくは２つ以上の管状部が設けられ得る。異なる実施形
態の特徴を互いに組合せてもよい。
【符号の説明】
【００４４】
　１　動的骨アンカー、２　コア部材、３，３′，３″　管状部、４　先端部材、５　頭
部、２１　第１の端、２２　第２の端、２５　接続部、２６　接続部、２７　円筒部、３
１　骨ねじ山、３３　円筒部、３４　内部。
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